令和７年度 子ども・子育て支援等推進調査研究事業
「インクルージョン推進におけるアウトリーチ支援の実態把握及び質に関する調査研究」
[bookmark: _Hlk213763311]インクルージョン推進に向けた体制整備や支援に関するアンケート調査
保育所等訪問支援事業所向け　調査票サンプル
	【回答にあたって】
· 本調査票は、サンプルです。回答にあたっては、Web上であてはまる番号をご回答ください。
【回答用URL】　https://questant.jp/q/houmon　
· 本調査の対象は、保育所等訪問支援事業所　です。
※児童発達支援センターもしくは中核機能強化事業所加算を算定する児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所の場合は、本アンケートは対象外です。「児童発達支援センター・中核機能強化事業所向け調査」にご協力ください。
· 調査の入力画面では、回答の一時保存ができません。本調査票サンプルをご確認の上、ご回答いただくことを推奨しております。

＜入力制限等について＞
· SAは単数回答（１つだけ選択）、MAは複数回答（あてはまるもの全てを選択）、FAは自由回答、
NAは数値入力のことです。
· 「その他」等の選択肢の後にある（ ）は自由回答欄です。
· 数値を入力する際、該当する人等がいない・ない場合は「０（ゼロ）」をご回答ください。わからない場合や把握していない場合は空欄にしてください。
· 「【同時選択不可】」は、MA（複数回答）の設問で、他の選択肢と同時にお選びいただくことができない選択肢に記載しています。
· 「【問●で○を選択した場合】」等の記載がある箇所については、Web上で回答内容に応じて、設問の表示設定・入力制御を行っております。Web上で設問が表示されない場合は、分岐の設問を正しく選択しているかご確認ください。


０．はじめに
※貴法人で複数の保育所等訪問支援事業所を運営している場合は、自治体から指定を受けている事業所ごとにご回答ください（1回答につき1か所の事業所についてご回答ください）。
[bookmark: _Hlk213763429]※特に断りがない場合、令和7年9月30日時点の状況についてご回答ください。

	設問
	形式
	選択肢

	問1. 児童発達支援センターの実施や、中核機能強化加算の算定の有無
【必須回答】
	SA
	1. 両方もしくはいずれかを実施している
⇒本アンケート対象外です。調査①児童発達支援センター・中核機能強化事業所向け調査にご協力ください
2. いずれも実施していない

	問2. 保育所等訪問支援事業の実施実績と今年度の事業実施見込み
【必須回答】

	SA
	1. これまでに訪問実績がある
2. これまでに訪問実績はあるが、今年度事業廃止予定⇒アンケート終了
3. これまでに一度も訪問したことがない⇒問3へ
4. 保育所等訪問支援事業を実施していない⇒アンケート終了

	【問2で「3.」を選択した場合】
問3. これまで一度も訪問したことがない理由　【必須回答】

※「5．その他」を選択する場合、自由記述欄に1文字以上入力してください。回答したくない場合は「ｘ（エックス）」を入力してください。
	MA
	1. 体制確保が難しいため
2. 利用希望がないため
3. 今年度、指定を受けたばかり（事業を開始したばかり）のため
4. 他のアウトリーチ型の支援でニーズをカバーできるため
5. その他（　　　　　　　　　　　　　）
6. わからない【同時選択不可】
⇒ここでアンケート終了



１．基本情報
	設問
	形式
	選択肢

	問4. 運営主体
	SA
	1. 自治体
2. 社会福祉法人
3. 医療法人
4. 特定非営利活動法人
5. 一般社団法人・公益社団法人
6. 一般財団法人・公益財団法人
7. 営利法人（株式会社、合同会社等）
8. その他

	問5. 多機能型事業所か否か

※多機能型とは、障害福祉サービス（生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援Ａ型及び就労継続支援Ｂ型）並びに障害児支援サービス（児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援）のうち2つ以上の異なる事業を一体的に行うことです。
	SA
	1. 多機能型事業所である
2. 多機能型事業所ではない

	【問5で1.を選択した場合】
問6. 多機能型事業所として、一体的に実施している事業（保育所等訪問支援を除く）
	MA
	1. 児童発達支援
2. 放課後等デイサービス
3. 居宅訪問型児童発達支援
4. 障害福祉サービスの事業

	問7. 貴事業所のある同一敷地内で、保育所等訪問支援以外に実施しているサービス
	MA
	【障害福祉サービス内の相談支援に係る給付】
1. 計画相談支援
2. 障害児相談支援
3. その他、障害者向け相談支援
【その他、障害児者向けサービス】
4. 障害児支援に係るサービス
5. その他、障害児者向けサービス
【こども・子育て支援サービス等】
6. 保育所・幼稚園・認定こども園
7. その他、児童福祉施設
8. その他、こども・子育て支援サービス
9. 特に提供しているものはない【同時選択不可】

	問8. 保育所等訪問支援事業を開始した年度
※保育所等訪問支援は2012年4月（2012年度）から始まった制度です
	NA
	西暦（　　　　　　　　　　　）年度



２．訪問支援員の体制や支援実績 
[bookmark: _Hlk213949341]（１）保育所等訪問支援における職員体制等（令和7年9月30日現在）
	設問
	形式
	選択肢

	問9. -問16訪問支援員の人数

※複数の資格を持つ場合は、指定権者に届け出ている資格で回答
※該当する人がいない場合は「０（ゼロ）」を回答
※常勤はフルタイム勤務、非常勤はパートタイム勤務を想定
※管理者と訪問支援員、児童発達支援管理責任者と訪問支援員を兼ねる職員は、「訪問支援員」として該当する職種に含めて回答
	NA
		
	専従
	兼務

	
	常勤
	非常勤
	常勤
	非常勤

	児童指導員
	問9-1

	問9-2

	問9-3

	問9-4


	保育士
	問10-1

	問10-2

	問10-3

	問10-4


	理学療法士
	問11-1

	問11-2

	問11-3

	問11-4


	作業療法士
	問12-1

	問12-2

	問12-3

	問12-4


	言語聴覚士
	問13-1

	問13-2

	問13-3

	問13-4


	心理担当職員
	問14-1

	問14-2

	問14-3

	問14-4


	看護職員
	問15-1

	問15-2

	問15-3

	問15-4


	その他（　　　　　　）
	問16-1

	問16-2

	問16-3

	問16-4





	問17. 訪問時の基本的な体制
	SA
	1. 1名を基本としている
2. 複数名を基本としている　⇒おおむね（　　　）名

	問18. 保育所等訪問支援の実施にあたり、重点的に支援する対象や施設種別等はあるか
	MA
	1. 重点的に支援する年齢層がある
2. 重点的に支援する障害特性がある
3. 重点的に支援する施設種別がある
4. 重点的に支援するタイミング（例：移行初期、進級時等）がある
5. 重点的に支援する期間（例：開始後○か月以内等）を設けている
6. 特に上記のような設定はない【同時選択不可】



（２）保育所等訪問支援事業における支援実績（令和７年4月1日~9月30日時点）
	設問
	形式
	選択肢

	問19. 保育所等訪問支援事業として、令和７年４月1日～９月30日までに1件以上訪問を行ったか
	SA
	1. 行った
2. 行わなかった　⇒P.9「3．支援内容や行っている工夫、得られた変化等」へ



保育所等訪問支援事業として、令和7年４月1日～9月30日までに1件以上訪問を行った事業所にお尋ねします。

	設問
	形式
	選択肢

	問20. 令和７年４月1日～9月30日の期間において、保育所等訪問支援事業での①延べ訪問件数、②訪問した実日数※

※1日あたりの訪問件数を問わず、1回でも訪問した日数（1日に2件以上訪問した場合も「1日」とカウント）
	NA
	令和７年４月1日～9月30日の期間について
①延べ訪問件数：（　　　　　　　　　　　）件
②訪問した実日数　：（　　　　　　　　　　　）日

	問21. 令和７年４月1日～9月30日の期間において、保育所等訪問支援の算定件数（利用者数）が最も多かった1日の訪問先施設数と利用者数
	NA
	令和７年４月1日～9月30日の期間で、最も保育所等訪問支援の算定件数が多かった１日について
①訪問先施設数：（　　　　　　　　　　　　）件
②利用者数：（　　　　　　　　　）人

	問22. 令和７年４月１日～９月30日の期間において、保育所等訪問支援事業として訪問した施設の種類

※当該期間中に1回以上支援を行った施設を選択
	MA
	1. 小学校
2. 中学校
3. 高等学校
4. 特別支援学校
5. 保育所
6. 幼稚園
7. 認定こども園
8. 放課後児童クラブ（学童）
9. 乳児院
10. 児童養護施設
11. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	問23. ⁻問24.　保育所等訪問支援事業として訪問した、訪問先施設種別の訪問先施設数（令和７年４月１日～９月30日実績）

※当該期間中に1回以上支援を行った施設の実数（訪問回数は問わない）を記入
※①～⑨は訪問先の学校・学級で記入。例えば、通級による指導を受けている児童であっても、通常の学級を訪問して支援した場合は、「通常の学級」として整理する。
	NA
	※①～⑨は問23、⑩～⑯は問24でお尋ねします
※問22で回答した選択肢に応じて表示
	訪問先施設の種類
	訪問箇所数（実数）

	1 小学校（通常の学級）
	（　　　　　　）か所

	2 小学校（通級による指導）
	（　　　　　　）か所

	3 小学校（特別支援学級）
	（　　　　　　）か所

	4 中学校（通常の学級）
	（　　　　　　）か所

	5 中学校（通級による指導）
	（　　　　　　）か所

	6 中学校（特別支援学級）
	（　　　　　　）か所

	7 高等学校（通常の学級）
	（　　　　　　）か所

	8 高等学校（通級による指導）
	（　　　　　　）か所

	9 特別支援学校
	（　　　　　　）か所

	10 保育所
	（　　　　　　）か所

	11 幼稚園
	（　　　　　　）か所

	12 認定こども園
	（　　　　　　）か所

	13 放課後児童クラブ
	（　　　　　　）か所

	14 乳児院
	（　　　　　　）か所

	15 児童養護施設
	（　　　　　　）か所

	16 その他
	（　　　　　　）か所


　

	問25. ⁻問26保育所等訪問支援事業として訪問した、訪問先施設種別の支援対象児童数（保育所等訪問支援事業利用者数、令和７年４月１日～９月30日実績）

※当該期間中に1回以上支援を行った児童の実人数（訪問回数は問わない）を記入
	NA
	※①～⑨は問25、⑩～⑯は問26でお尋ねします
※問22で回答した選択肢に応じて表示
	訪問先施設の種類
	支援対象児童数
（実人数）

	1 小学校（通常の学級）
	（　　　　　　）人

	2 小学校（通級による指導）
	（　　　　　　）人

	3 小学校（特別支援学級）
	（　　　　　　）人

	4 中学校（通常の学級）
	（　　　　　　）人

	5 中学校（通級による指導）
	（　　　　　　）人

	6 中学校（特別支援学級）
	（　　　　　　）人

	7 高等学校（通常の学級）
	（　　　　　　）人

	8 高等学校（通級による指導）
	（　　　　　　）人

	9 特別支援学校
	（　　　　　　）人

	10 保育所
	（　　　　　　）人

	11 幼稚園
	（　　　　　　）人

	12 認定こども園
	（　　　　　　）人

	13 放課後児童クラブ
	（　　　　　　）人

	14 乳児院
	（　　　　　　）人

	15 児童養護施設
	（　　　　　　）人

	16 その他
	（　　　　　　）人


　

	問27. 令和７年４月１日～９月30日の期間において、保育所等訪問支援事業で支援を提供した児童の年齢（提供開始時の年齢）

※当時６歳で小学校１年生の方は「３」を選択
	MA
	1. 未就学児（０～２歳）
2. 未就学児（３～６歳）
3. 小学生（おおむね７～12歳）
4. 中学生（おおむね13～15歳）
5. 高校生（おおむね16～18歳）

	問28. 令和７年４月１日～９月30日において、保育所等訪問支援事業で支援を提供した児童の主たる障害の種類
	MA
	1. 知的障害
2. 発達障害
3. 肢体不自由
4. 聴覚障害
5. 視覚障害
6. 重症心身障害
7. 医療的ケアが必要
8. その他（　　　　　　　　　　　　）
9. 不明

	問29. 令和７年４月１日～９月30日の期間において、保育所等訪問支援利用のきっかけ
	MA
	1. 貴事業所が行う他の事業の利用等で関わりのあった児童・保護者からの利用希望
2. 児童・保護者からの直接相談（1．を除く）
3. 訪問先施設からの相談を介してニーズを把握
4. 地域の関係機関（訪問先施設以外）からの相談を介してニーズを把握
5. 相談支援事業所を介してニーズを把握
6. 地域の障害児通所支援事業所からの相談を介してニーズを把握
7. 貴事業所が行う他の巡回相談を行う事業・支援を通じてニーズを把握
8. その他（　　　　　　　　　　　　）



（３）加算の算定状況や算定にかかる具体的な取組状況
ここでは、以下の加算の算定状況等についてお伺いします。
	· 訪問支援員特別加算：保育士・児童指導員、作業療法士等で障害児支援の業務従事５年以上（保育所等訪問支援等の業務従事の場合、３年以上）の職員を配置し当該職員が支援を行う場合。（Ⅰ）業務従事１０年以上（又は保育所等訪問支援等の業務従事５年以上）の職員の場合（Ⅱ）業務従事５年以上１０年未満（又は保育所等訪問支援等の業務従事３年以上）の職員の場合
· 多職種連携支援加算：訪問支援員特別加算の対象となる訪問支援員を含む、職種の異なる複数人で連携して訪問支援を行った場合
· 強度行動障害児支援加算：強度行動障害支援者養成研修（実践研修）を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する児（児基準20点以上）に対して、強度行動障害支援者養成研修（基礎研修又は実践研修）を修了した職員が支援を行った場合（支援計画を作成し当該計画に基づき支援）
· ケアニーズ対応加算：訪問支援員特別加算の対象となる職員を配置し、重症心身障害児等の著しく重度の障害児や医療的ケア児に対して支援を行った場合
· 特別地域加算：こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者等に対してサービスの提供が行われた場合に算定ができる加算。なお、利用者の居住地以外にも、保育所等訪問支援では利用児の通う保育所等が該当地域に所在する場合であって、該当地域を訪問し、対面でサービスを提供した場合に算定可能


　
	設問
	形式
	選択肢

	問30. 保育所等訪問支援事業について、貴事業所での加算の算定状況（令和7年4～9月末までの実績）

	MA
	1. 訪問支援員特別加算（Ⅰ）
2. 訪問支援員特別加算（Ⅱ）
3. 多職種連携支援加算
4. 強度行動障害児支援加算
5. ケアニーズ対応加算
6. 特別地域加算
7. 上記加算の算定はない【同時選択不可】

	【問30で「3.」を選択した場合】
問31. -問32 多職種連携支援加算について、対応した職種の組み合わせ

※最も算定回数が多かったケースの組み合わせを回答。なお、最も多い算定回数がない場合は直近で算定したケースの組み合わせを回答
	SA
MA
	問31【訪問支援員特別加算を算定できる訪問支援員1名の職種（1つだけ選択）】
1. 保育士・児童指導員
2. 理学療法士
3. 作業療法士
4. 言語聴覚士
5. 看護職員
6. 児童発達支援管理責任者・サービス管理責任者・相談支援専門員
7. 心理担当職員
問32【その他訪問した支援員の主たる職種（いくつでも選択可）】
1. 保育士・児童指導員
2. 理学療法士
3. 作業療法士
4. 言語聴覚士
5. 看護職員
6. 児童発達支援管理責任者・サービス管理責任者・相談支援専門員
7. 心理担当職員

	【問30で「3.」を選択した場合】
問33. 問31-32で選択した職種の組み合わせで支援した児童の主たる障害の内容

	MA
	1. 知的障害
2. 発達障害
3. 肢体不自由
4. 聴覚障害
5. 視覚障害
6. 重症心身障害
7. 医療的ケアが必要
8. その他（　　　　　　　　　　　　）

	【問30で「5.」を選択した場合】
問34. ケアニーズ対応加算について、算定対象となった児童
	MA
	1. 重症心身障害児
2. 身体に重度の障害がある児童（身体障害者手帳1級・2級の交付がある）
3. 重度の知的障害がある児童（最重度又は重度の区分で療育手帳の交付がある）
4. 精神に重度の障害がある児童（精神障害者保健福祉手帳1級の交付がある）
5. 医療的ケア児

	【問30で「5.」を選択した場合】
問35. ケアニーズ対応加算の算定児童に対して行った支援内容
	MA
	1. 行動観察
2. 環境把握
3. 児童本人への支援（集団の中での対応）
4. 児童本人への支援（集団外での個別対応）
5. 訪問先職員への支援（児童への理解促進やかかわり方の伝達）
6. 訪問先職員への支援（環境の設定・整備に関する助言）
7. 訪問先職員への支援（その他）
8. カンファレンス
9. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



３．支援内容や行っている工夫、得られた変化等
[bookmark: _Hlk213949429]ここからは、普段行っている支援内容や工夫等についてご回答ください（特段の期間の指定はございません）。
（１）支援方針の検討時に行っていること
	設問
	形式
	選択肢

	問36. 支援方針を検討する前（サービス提供前）段階で、訪問先施設に確認している内容
	MA
	【訪問先施設職員からの情報】
1. 訪問先施設の支援方針・理念
2. 支援対象児童の特性への理解状況
3. 支援対象児童についての困りごと・課題感
4. 現在の支援方法
5. クラスや集団に関する課題
6. 保護者に対する考え・思い
7. 訪問支援利用に至る経過
【訪問先施設の環境に関する情報】
8. 訪問先施設の物理的環境
9. 訪問先施設の人的環境
10. 地域との交流の状況
11. その他（　　　　　　　　　　　　）

	問37. 支援方針を検討する前（サービス提供前）段階で、訪問先施設の意向やニーズ、課題意識等の確認方法

※個別支援会議を開催する前の支援計画の原案を作成するためのアセスメントを想定してご回答ください
	MA
	1. 訪問先施設への訪問
2. 訪問先施設への聴き取り
3. 訪問先施設での支援方針等に関する書面の収集（例：個別の指導計画、教育支援計画、個別支援計画等）
4. 訪問先施設での支援記録の収集
5. 障害児相談支援事業所等からの情報
6. その他（　　　　　　　　　　　　）

	問38. 個別支援会議の開催にあたって、工夫していること
	MA
	1. 支援対象児童本人の参加
2. 支援対象児童の家族の参加
3. 支援対象児童が関係する支援機関の参加
4. 開催時間の工夫
5. 開催場所の工夫
6. オンライン開催が可能な体制の整備
7. 開催時の進行・意見聴収上の工夫（例：発言時のルールを決める、進行原稿を決めておく等）
8. 欠席者への事前・事後の意見収集
9. その他（　　　　　　　　　　　　　）
10. 特にない【同時選択不可】

	問39. 保育所等訪問支援計画の作成に向けて、支援対象児童・家族、訪問先施設以外の関係機関からの情報収集の状況
	SA
	1. 基本的に毎ケースで情報収集を行う
2. 必要に応じて情報収集を行う
3. あまり行わない
4. その他（　　　　　　　　　　　　）

	【問39で「1.」又は「2.」を選択した場合】
問40. 情報収集を行う関係機関

※「児童発達支援センター等」とは、児童発達支援センターおよび中核機能強化事業所加算を算定する児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所とする（以下同様）
	MA
	1. 訪問先施設以外の保育所・幼稚園・認定こども園
2. 訪問先施設以外の学校
3. 訪問先施設以外の特別支援学校
4. 指定障害児相談支援事業所・指定特定相談支援事業所
5. 自事業所以外の児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所
6. 児童発達支援センター等※
7. 発達障害者支援センター
8. 医療機関・訪問看護ステーション
9. 保健センター・保健所
10. 教育委員会
11. 上記以外の市区町村役所
12. その他（　　　　　　　　　　　　　　）

	【問39で「1.」又は「2.」を選択した場合】
問41. 情報収集する内容
	MA
	1. 支援対象児童の特性、発達の状況
2. 支援対象児童の生活の状況
3. 支援対象児童の家族の状況
4. 支援対象児童への支援に関する計画・支援方針
5. 関係機関での生活の様子
6. 支援対象児童の困りごと・課題感
7. 保護者に対する考え・思い
8. 地域との交流の状況
9. その他（　　　　　　　　　　　　　　）

	問42. 支援対象児童の意向・意見を聴くために工夫していることがあればご回答ください。（特にない場合は空欄で結構です）
	FA
	



（２）保育所等訪問支援のサービス提供中に行っていること
	設問
	形式
	選択肢

	問43. 訪問中の主な支援内容
【項目】
1 行動観察
2 環境把握
3 支援対象児童本人への支援（集団の中での対応）
4 支援対象児童本人への支援（集団外での個別の対応）
5 訪問先職員への支援（児童への理解促進や関わり方の伝達）
6 訪問先職員への支援（環境の設定・整備に関する助言）
7 訪問先職員への支援（その他）
8 カンファレンス（訪問先施設への報告等）
9 保護者への報告
10 訪問支援の記録作成
	SA
	【選択肢】　※各項目について1つを選択
1. ほぼ毎回実施
2. 必要に応じて実施
3. あまり実施しない
	選択肢⇒
	ほぼ毎回実施
	必要に応じて実施
	あまり実施しない

	項目①
	１
	２
	３

	項目②
	１
	２
	３

	項目③
	１
	２
	３

	項目④
	１
	２
	３

	項目⑤
	１
	２
	３

	項目⑥
	１
	２
	３

	項目⑦
	１
	２
	３

	項目⑧
	１
	２
	３

	項目⑨
	１
	２
	３

	項目⑩
	１
	２
	３


　

	問44. 支援対象児童や家族への対応において、特に効果的な工夫があればご回答ください。
	FA
	支援対象児童：

支援対象児童の家族：





（３）その他工夫していること等
	設問
	形式
	選択肢

	問45. 訪問先施設への対応において工夫していること
	MA
	1. 訪問先施設の理念や支援方針を理解する
2. 訪問先施設の環境を理解する
3. 訪問先施設にインクルージョンの意義について理解してもらう
4. 訪問先施設の支援ニーズをアセスメント・言語化する
5. 専門的な視点から、支援対象児童本人及び集団の現在の状況や課題を説明する
6. 訪問先の状況に応じて、訪問日時や回数について柔軟に対応する
7. 訪問先の状況に応じて、カンファレンス等の実施方法（オンライン／対面）について柔軟に対応する
8. 訪問先の状況に応じて、助言の内容や支援方法について柔軟に対応する
9. 相手にあわせてわかりやすい言葉で説明する
10. できる限り、訪問先施設以外の支援機関と情報共有しながら、支援を行う
11. その他（　　　　　　　　　　　　　　）
12. 特に意識していることはない【同時選択不可】

	【問45で「12.」以外を選択した場合】
問46. 回答した内容に関して、特に効果的な工夫について、具体的な内容や対応におけるポイントを回答ください
	FA
	


	問47. 支援によって得られた変化
	MA
	1. 支援対象児童の心身状態が安定した
2. 支援対象児童に変化が見られた（1．を除く）（例：参加できる活動が増えた、他の児童と一緒に活動できるようになった等）
3. 支援対象以外の児童に変化が見られた（例：支援対象の児童への理解が深まった、一緒に過ごす場面が増えた等）
4. 訪問先職員に変化が見られた（例：自主的なスキル向上等の機運が高まった、前向きに支援にあたれるようになった等）
5. 訪問先職員の対応力が向上した
6. 移行支援後の支援の継続性が保たれた（例：就学・進級時の支援、事業所の移行等）
7. 支援対象児童の保護者の安心につながった
8. 支援対象児童の保護者の施設に対する信頼が生まれた・高まった
9. その他（　　　　　　　　　　　　）
10. 特にない【同時選択不可】
11. わからない【同時選択不可】

	【問47で「10.」「11.」以外を選択した場合】
問48. 問47について、特に支援による変化が大きかった事例の具体的な内容（例：障害の内容、当時の困りごと（本人／家族／訪問先施設）、支援による効果・成果、支援におけるポイント等をご回答ください）
	FA
	


	問49. 保育所等訪問支援の人材育成のために行っていること
	MA
	1. 法人や事業所内の職員向け研修を実施
2. 外部研修への参加促進
3. 法人や事業所内でのカンファレンス・ケース検討の開催
4. 法人や事業所内で経験のある職員による指導・助言
5. 自治体等外部資源による指導・助言の機会を活用（2．を除く）
6. 保育所等訪問支援ガイドラインの活用
7. その他（　　　　　　　　　　　　　　）
8. 特にない【同時選択不可】

	問50. 保育所等訪問支援事業への理解促進や啓発のために地域や関係機関に対して取り組んでいること（保育所等訪問支援事業としての実施内容は除く）
	MA
	1. 保育所等訪問支援事業に関するリーフレットやチラシ等の説明資料を作成
2. 訪問対象となりうる施設が集まる場への参加（例：学校長会や連絡協議会、研修会等）
3. 自治会や地域の活動団体・組織が集まる場への参加（例：自治会や協議の場への参加、地域活動への参加等）
4. 自施設の見学会・説明会の開催
5. 国が発出した事務連絡等の活用
⇒事務連絡等の具体名（　　　　　　　　　　　　　）
6. その他（　　　　　　　　　　　　　　　）
7. 特にない【同時選択不可】



４．保育所等訪問支援ガイドライン等について
	[bookmark: _Hlk213949489]設問
	形式
	選択肢

	問51. 保育所等訪問支援事業の立ち上げから現在までに、国（補助事業を含む）や自治体が公表している手引書・ガイドラインを参考にしたことがありますか。
	SA
	1. 参考にしている／参考にしたことがある
2. 参考にしたことはない
3. わからない

	【問51で「1．」を選択した場合】
問52. 参考にしている／参考にしたことがある手引書やガイドライン

※作成元が国もしくは自治体のもの
	MA
	1. 保育所等訪問支援の効果的な実施を図るための手引書（平成29年3月, 一般社団法人全国児童発達支援協議会）
2. 保育所等訪問支援のガイドライン（令和6年7月，こども家庭庁）
3. 自治体が作成した手引書・ガイドライン
4. その他（　　　　　　　　　　　　）

	問53. 国は、令和6年4月1日に令和6年度障害福祉サービス等報酬改定を行い、また、令和6年7月には、保育所等訪問支援ガイドラインを新たに定めました。令和6年度以降、貴事業所で、ガイドライン等に基づきサービス提供体制や支援内容等の見直しを行いましたか。
	SA
	1. 見直した　⇒問54へ
2. 国の動きは把握しているが、特に見直していない
⇒問55へ
3. 国の動きを把握していないし、特に見直してもいない⇒問56へ
4. わからない　⇒問56へ

	【問53で「1．」を選択した場合】
問54. 支援や活動内容の見直し等の内容
	MA
	1. こども施策や障害児支援の基本理念を確認した
2. 訪問対象施設の指針や指導要領等の理解を深める取組を検討した（実施を含む）
3. こども本人に対する支援を見直した
4. 訪問先施設の職員に対する支援を見直した
5. 家族に対する支援を見直した
6. 職員体制を見直した
7. 訪問体制を見直した
8. 訪問頻度を見直した
9. 支援提供時間を見直した
10. 保育所等訪問支援計画を見直した
11. 関係機関との連携に向けた取組を検討した（実施を含む）
12. 自己評価や、訪問先施設・利用者等の評価の仕組みを整備した
13. 支援の質の向上や権利擁護に向けた取組を検討した（実施を含む）
14. その他（　　　　　　　　　　　　）

	【問53で「2．」を選択した場合】
問55. 国の動きは把握しているものの、特に見直しを行っていない理由
	MA
	1. すでに十分な取組を行っているため
2. 職員体制等の確保が難しいため
3. 改定やガイドラインを読み込む余裕がないため
4. 改定やガイドラインの内容理解が難しいため（どのように見直すと良いかがわからない）
5. その他（　　　　　　　　　　　　）
6. わからない【同時選択不可】



５．他機関との連携状況や地域単位での取組状況
（１）地域の児童発達支援センター、中核機能強化事業所との連携状況
各自治体では、改正児童福祉法において、地域における障害児支援の中核としての役割を求められることとなった児童発達支援センター等を中心に、地域全体で支援を要するこども・家族を支え、地域でこどもを育てるために必要な４つの中核機能が発揮されるよう体制整備を進めています。
[image: グラフィカル ユーザー インターフェイス が含まれている画像

AI によって生成されたコンテンツは間違っている可能性があります。]
（出所）「地域における児童発達支援センター等を中核とした障害児支援体制整備の手引き概要」（こども家庭庁）

	設問
	形式
	選択肢

	問56. 市町村から、地域の障害児支援における中核的役割を果たす機関について周知はあったか
	SA
	1. 周知があった
2. 周知はなかった
3. わからない

	問57. 地域の障害児支援において中核的役割を果たす児童発達支援センターはあるか
	SA
	1. ある
2. ない
3. わからない

	【問57で1.を選択した場合】
問58. 児童発達支援センターとの連携状況
	SA
	1. 連携がある
2. 連携はない

	【問58で1.を選択した場合】
問59. 児童発達支援センターとの連携内容
	MA
	1. 併行利用する児童に係る情報共有
2. 貴事業所では対応・受入れが難しい利用児童に係る専門的支援や相談・助言等
3. 貴事業所への助言・指導（スーパーバイズ等）
4. 児童発達支援センターが開催する研修・事例検討会等への参加
5. 児童発達支援センターの見学会への参加
6. 地域ニーズ・課題の共有
7. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	問60. 地域の障害児支援において中核的役割を果たす中核機能強化事業所はあるか

※中核機能強化事業所：児童発達支援センターが未設置である地域等において、中核的な役割を担う児童発達支援事業所又は放課後等デイサービス事業所のこと。令和6年度の報酬改定で新設された中核機能強化事業所加算を算定可能である。
	SA
	1. ある
2. ない
3. わからない

	【問60で1.を選択した場合】
問61. 中核機能強化事業所との連携状況
	SA
	1. 連携がある
2. 連携はない

	【問61で1.を選択した場合】
問62. 中核機能強化事業所との連携内容

	MA
	1. 併行利用する児童に係る情報共有
2. 貴事業所では対応・受入れが難しい利用児童に係る専門的支援や相談・助言等
3. 貴事業所への助言・指導（スーパーバイズ等）
4. 中核機能強化事業所が開催する研修・事例検討会等の実施
5. 中核機能強化事業所の見学会への参加
6. 地域ニーズ・課題の共有
7. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



（２）その他地域との連携や取組状況
	設問
	形式
	選択肢

	問63. （自立支援）協議会や、地域の子ども・子育て会議、要保護児童対策地域協議会等の会議体への参加状況
	SA
	1. 参加している（参加したことがある）
2. 参加していない
3. わからない

	【問63で「1.」を選択した場合】
問64. 参加したことがある会議体
	MA
	1. （自立支援）協議会
2. 地域の子ども・子育て会議
3. 要保護児童対策地域協議会
4. その他（　　　　　　　　　　　　　）
5. 会議名まではわからない【同時選択不可】

	問65. 円滑な保育所等訪問支援の実施に向けた地域単位や自治体での取組状況
	MA
	1. 保育所等訪問支援事業の活用に向けたガイドラインや手引きの整備
2. 保育所等訪問支援の訪問対象施設への情報提供・啓発に資する取組
3. 保育所等訪問支援事業所職員を対象とした研修・勉強会の開催
4. 地域の関係者が顔合わせできる機会の提供（3．を除く）
5. 保育所等訪問支援に関する地域課題の共有・検討
6. その他（　　　　　　　　　　　　　　）
7. 地域や自治体での取組はない・わからない【同時選択不可】



６．現在の課題等
	設問
	形式
	選択肢

	問66. 保育所等訪問支援を行う上での課題
	MA
	1. 訪問先施設の保育所等訪問支援制度への理解が不足している
2. 訪問先施設の独自の考えがあり、支援を受け入れてもらえない
3. 支援対象児童の見立てや支援方針等について、訪問先施設との間でずれが生じる
4. 訪問先施設の職員が支援を十分に活かせない
5. 支援対象児童の見立てや支援方針等について、家族との間でずれが生じる
6. 保護者と訪問先施設等の間に立つことの負担が大きい
7. 保護者の意向が現実的ではない場合に調整に苦労する
8. 事前にアセスメントを行う時間が取れない
9. 家族支援に充てられる時間がとれない
10. 訪問支援員のマンパワーが不足
11. 訪問支援を行う技量のある訪問支援員が不足
12. 契約前の調整に時間がかかる
13. 訪問日程の調整に時間がかかる
14. 訪問先への移動時間が負担である
15. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）
16. 特に課題はない【同時選択不可】

	問67. 国や自治体に求める支援
	FA
	国に求める支援：

自治体に求める支援：




７．ヒアリング調査への協力の可否
本アンケート調査結果を踏まえ、ヒアリング調査の実施を予定しております。
ヒアリング調査にご協力いただける方は、以下の＜個人情報の取扱いについて＞にご同意の上、ご連絡先等をご記入ください。ヒアリング調査へのご協力が難しい場合は回答不要です。
	＜個人情報の取扱いについて＞	
· 以降でお預かりする個人情報は、ヒアリング調査のご連絡のために利用させていただきます。
· お預かりした個人情報は、法令等に基づく場合を除き、ご本人の同意なく第三者には提供いたしません。
· お預かりする個人情報は、当社の「個人情報保護方針」〈http://www.murc.jp/corporate/privacy〉および「個人情報の取り扱いについて」〈https://www.murc.jp/corporate/privacy02/〉に従って適切に取り扱います。
· お預かりしている個人情報の開示、削除等のお申し出、その他のお問い合わせにつきましては、
次の連絡先までご連絡ください。
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社　社会政策部　白土、信國、西尾、大島、古賀
（inclusion2025@murc.jp）
· 以下の内容にご回答いただけない場合、ヒアリング調査に関するお問い合わせに対し、弊社からお答えできない場合があります。



	設問
	形式
	選択肢

	F1. ご連絡先

※備考欄は、弊社よりご連絡する際の留意点等がある場合にご活用ください。特にない場合は空欄で結構です。
	FA
	貴事業所名：
担当者名：
担当者名（ふりがな）：
連絡先（メールアドレス）：
連絡先（電話番号）：
備考欄：


※都道府県・市町村名（政令指定都市（政令市）の場合は任意の区をご回答ください）を回答後、回答確認画面が表示されます。
[bookmark: _Hlk213770089]※回答確認画面の一番下に表示される「送信」ボタンをクリックするまでは回答は保存・送信されません
	設問
	形式
	選択肢

	F1. 都道府県名　【必須回答】
	SA
	※Web上では都道府県名が表示されます

	F2. 市区町村名 【必須回答】
	SA
	※Web上では市区町村名が表示されます
※指定都市の場合は任意の区を回答してください


以上
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